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研究成果の概要（和文）：近代日本の「移民史」を「越境するマイノリティ」の歴史という視点

から再検討し、さらにはそれをふまえて、現在のブラジルの「日系（人）社会」における聞き

取り調査を通じて、「越境するマイノリティ」の歴史と現状の一端を明らかにした。とりわけ、

ブラジルにおける聞き取り調査を通じて、日系移民社会における原爆被爆者と女性の置かれて

いる状況を明らかにし、また移民社会において「部落問題」がどのように語られているのかと

いうことを明らかにした。 
 
研究成果の概要（英文）： 
In this study, at first, we tried to review the history of japanese immigrants from a 
perspective of ‘cross-border minority’. In addition, we carried out intensive interviews 
with many people in Japanese communities of Brazil. Through this investigation, we 
made clear an aspect of history and situations about Japanese cross-border minorities. 
And this survey revealed circumstances of women and ‘Hibakusya’ in Japanese 
community. Moreover we unveiled a manner of stealth talking about ‘Burakumin’ in 
Japanese community of Brazil. 
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１． 研究開始当初の背景 
 
マイノリティ研究を「ディアスポラ」論とい
う視点から行う研究は、アメリカにおいては
かなりの蓄積があるが（『批判的ディアスポ
ラ論とマイノリティ』のなかの戴エイカによ
る第１章、第 2 章の論稿を参照）、日本にお

いてはいまだほとんど未開拓の領域であっ
た。通常、ディアスポラという概念は、「国
境を越える移動」を意味しているが、野口は
その概念から「国境」というファクターをは
ずして、ディアスポラ概念の一般化とその適
用範囲の拡大を試みると同時に、このディア
スポラ概念を「マイノリティの経験」を総括
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するためのキー概念として再構成すること
を提起している。ディアスポラは、１つのオ
リジナルな中心から放逐されて、周縁的な場
所に追いやれ、そこで居着いた場所（ホスト
社会）でも、完全に受け入れられることがな
く、疎外感や屈辱感をもっている、そのよう
な存在である。ホスト社会に中心を求めるこ
ともできず、そうかといってホームランドに
中心を求めることもできない、そのような存
在である。このような「ディアスポラとして
のマイノリティ」は、それゆえ、何らかの既
存の共同体への一体化であるとか、アプリオ
リな共通感情に基づく連帯といったものか
らは、疎外された存在である。それは、一つ
の中心に安住することの不可能な存在あり、
必然的に、複数の中心へと分断された存在と
して、あるいはいかなる中心をももつことの
できない存在として生きざるを得ない。この
ような存在としてマイノリティをとらえる
ことによって、マイノリティの越境的な移動
の諸経験を既存社会への批判と抵抗の実践
としてとらえることが可能となる。そして同
時に、マイノリティ問題を、その本質主義的
なくびきから解放して、新しい地平（マイノ
リティに共通の「移動」の経験というコンテ
キスト）において認識・研究することが可能
となる。これによって、諸マイノリティ（問
題）の本当の意味での比較研究も可能となる
であろう。本研究はこのような「批判的ディ
アスポラ」論を基礎的な理論枠組みとして設
定したうえで、それに基づいて、日本におけ
るマイノリティ諸集団の越境的な移動の諸
相を（とりわけ今回は「移民」という領域に
焦点をあわせて）実証的に解明することをめ
ざしてた。 
 
２．研究の目的 
 
今回の研究は日本におけるさまざまなマイ
ノリティ集団の「移民」という現象にフォー
カスしている。マイノリティを移民へと駆り
立てた日本社会の現実とはどのようなもの
であったのか、あるいはマイノリティが移民
という越境的移動によって獲得・達成しよう
と企図したものは何だったのか、さらには移
民した先で、マイノリティはどのような新た
な社会関係に組み込まれ、あるいはどのよう
な社会関係を構築したのか、こうしたことを
解明することによって、マイノリティ集団の
形成や変容、その同化と異化のダイナミック
ス、マイノリティ諸集団間の連携や対立、そ
の「共生」と混淆、などのこれまでのマイノ
リティ研究において注目されることの少な
かったイシューについて、新しい視点から捉
えなおすことが可能となる。多かれ少なかれ
被差別と被抑圧の状況におかれてきたマイ
ノリティが、そうした状況への抵抗とそこか

らの脱出の試みとして、繰り返し越境的移動
を企ててきたのだとすれば、彼ら・彼女らの
そうした企図と実践を丹念に追うことによ
って、従来のマイノリティ研究がほとんど注
目することのなかった、マイノリティの「生
きた現実」の諸側面を浮かび上がらせること
ができるであろう。マイノリティを、彼ら・
彼女らの越境的移動の経験という側面から
把握することは、多かれ少なかれ本質主義的
な視点から個別分断的に理解・研究されてき
たマ従来のイノリティ諸問題を、より広く普
遍的なコンテキストでとらえなおすことを
可能とする。マイノリティ（集団）を本質化
してしまってきた従来の研究が決定的に見
落としてきたのは、このマイノリティの世界
の潜在的・顕在的な開放性である。被差別部
落民、在日朝鮮人、棄民化された（元）炭坑
労働者、こうした人々のさまざまな越境的移
動の諸経験を総括することによって、諸マイ
ノリティ集団の個別的な問題状況を貫いて
その基底に潜む越境的移動への志向や願望
を、さらにはその実践を、ひとつの解放的な
力（実践）として正当に評価するという視点
が確立される。被差別部落民の戦前・戦中の
満州移民は、水平社運動のなかでは、差別か
らの逃避だと考えられ、移民問題は等閑視さ
れてきた。また在日朝鮮人問題においては、
戦後の冷戦体制と南北統一問題の陰にかく
れて、移民問題は重視されてこなかった。
（元）炭坑労働者の移民も「棄民」として語
られることはあったが、その主体的能動的取
り組みとしての側面は見落とされてきた。こ
れらにおいて一貫して見落とされてきたの
は、「ディアスポラ」としてのマイノリティ
の内部に潜む、「解放」への願望である。そ
して、本研究が最終的にめざしているのはこ
うしたマイノリティの志向・願望を正当に繰
り込みうる「批判的ディアスポラ」論の構築
である。 
 
３．研究の方法 
 
（１）近代日本における「移民の歴史」を「マ
イノリティの越境的移動」という視点から再
構築するための作業を行った。具体的には、
明治期から戦前にかけてのアメリカ、および
1920年代から 1960年代へかけてのブラジル
への被差別部落からの移民について、それが
どれぐらいの規模であったのか、またそうし
た部落民の移民という事実の背後にはどの
ような被差別部落の現実があったのかとい
った基本的な事柄について、既存の文献や当
時の新聞記事、融和団体の機関誌、行政資料
などを収集と読解を通じて、解明を試みた。
特に、戦後移民に関しては、都道府県別の「移
民者名簿」の詳細な分析（特に和歌山県と福
岡県について）を試み、そこから、移民を送



 

 

り出す地域社会の状況について研究を進め
た。 
（２）現在も移民一世が存命であるブラジル
において、日本での生活の記憶や当時の日本
におけるマイノリティの置かれていた状況
についての記憶を保持している、ブラジル在
住の日系移民の人々を対象に、主として、「部
落問題」への認識や、人権意識などをテーマ
として聞き取り調査を行った。また、この調
査の過程で、ブラジルにおける日系被爆者の
人たちの運動に出合い、彼（彼女）らへの聞
き取り調査をも実施し、またその活動に関す
る資料等の収集も行った。 
 
４．研究成果 
 
（1）二年間の研究を通じて明らかになった
まず第一点目は、従来の移民（史）研究には
大きな盲点があったということである。これ
までの関連分野の研究の網羅的なサーベイ
の結果、「マイノリティ論」や「社会階層論」
の視点を織り込んだ移民（史）研究はきわめ
て貧弱であり、その結果、「移民」もしくは
「移住」という人々の営みを、日本社会の具
体的な状況やその変動と関連させて明らか
にするという研究がなされていないことが
明らかになった。移民（史）研究の空白部分
が明らかになり、そこに新たな研究課題を見
出したということ、これが今回の研究の第一
の成果である。 
（2）戦後の「移民者名簿」の詳細な分析を
通じて、移民者の出身地域にはかなり大きな
偏りがあることが明らかになった。今回は、
主としてい歴史的に移民者の多い和歌山県
と福岡県を対象に、移民者の出身地域別分布
を分析したのだが、この結果、移民者は当該
都道府県に均等に分布しているのではなく、
そこにはかなり大きな地域的偏りがあるこ
とが明らかになり、このことから、人々を移
民へと駆り立てた要因（のひとつ）が地域社
会の構造にあるということが明らかになっ
た。この地域社会のあり方と移民排出との具
体的な関連の内実については、いまだその詳
細を明らかにするには至っていないが（現在
も分析を続行中である）、たとえば被差別部
落や旧産炭地域と移民排出との間には密接
な関連があることが予想され、これらをより
詳細に分析することによって、移民（史）研
究の新たな研究領域が開かれると予想され
る。 
（3）ブラジルの日系人社会（主として「県
人会」）における聞き取り調査を通じて明ら
かになったのは、まず第一に、そこにはきわ
めて濃厚に純粋な「日本人性」が維持・保存
されているという現実であった。さまざまな
イベントや教育・啓発活動を通じて、「日本
人であること」の大切さの確認の作業が不断

に行われており、そこにはブラジル社会に
「同化」することへの根深い拒否感や、「同
化」した（それゆえ日本語を話せない）日系
人に対する「蔑視」さえうかがわれた。こう
したいわば「本質主義的な」日本人性を維持
していこうとするブラジルの日系人社会に
おいては、それゆえ、当然にも日本社会の（古
い）価値意識や規範意識が濃厚に維持・保存
されており（特にこの傾向は「県人会」のリ
ーダー層において濃厚）、このような「閉鎖
的」な環境においては、たとえば「部落問題」
などに関しても、かなり「因習的な」意識が
維持されていることが確認できた。もちろん、
「部落問題」や「部落民」があからさまに語
られることはほとんどないのだが、しかしも
う一方では、「密やかに」それらは語られ、
流通していることも確認できた。 
（4）しかし同時に、ブラジルにおいて日系
人の「同化」が急速に進行しているという事
実もまた確認できた。これは、現象的には高
齢の移民第一世代と若年層（移民の二世・三
世）との間の意識や行動のギャップとして表
れており、このことが日系人社会（具体的に
は「県人会」等の日系人コミュニティ）にお
ける大きな問題として出現しつつあること
が確認された。たとえば、県人会の集まりや
会議において、もはやそれらを日本語だけで
行うことが困難になりつつある県人会が多
数うみだされており、このことが県人会運営
をきわめて困難なものにしつつある。その意
味では、ブラジルの日系人社会は現在、大き
な過渡期に際会しているということは確か
であり、こうした状況にあって、ブラジルの
日系人の「日本人性」や、さらには「マイノ
リティ」集団へのまなざしも大きく変容しつ
つある、ということを確認することができた。 
（5）今回のブラジルにおける聞き取り調査
の過程で、私たちは、これまで（少なくとも
日本では）あまり注目されることのなかった
ブラジルの原爆被爆者の活動と出会うこと
ができた。県人会の活動とは全く独立に 1980
年代の中頃から始まった「ブラジル被爆者平
和協会」の運動は、国境を越えたマイノリテ
ィの権利獲得運動として、きわめて注目に値
するものである。今回のブラジルでの調査の
過程で、この「ブラジル被爆者平和協会」に
参集している会員 10 数名のインタビュー調
査を行い、そこから多くの知見を得ることが
できた。「県人会」という既成の組織が全く
取り組むことのなかった「被爆者」問題を、
日本国内や韓国・北米等の被爆者とも連携し
ながら、自らの権利を獲得しようとする運動
は、従来の「県人会」を中心とした日系人の
「運動」（その多くは日本の出身都道府県の
行政機関への「請願」運動）とは、まったく
性格を異にする運動である。さらには、その
運動は現在、「ブラジルの被爆者救済」とい



 

 

う個別の利害を超えて、「反核運動」、「平和
運動」へと向かっており、こうした運動の「普
遍性」は、グローバル化しつつある現代社会
におけるひとつの「あるべき」社会運動の方
向性を指し示している考えられる。 
（6）以上、今回の研究から得られた「成果」
について 5点にまとめて報告したのだが、こ
れらの「成果」はいずれも新たな研究課題の
存在を明らかにしたものであって、その意味
では今回の研究はまさしく「萌芽」的なもの
であった。これらの新たに見出された研究課
題をさらに遂行していくことが現在と今後
の課題である。 
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